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葛巻町雇用拡大所得向上支援事業補助金交付要綱 

 

令和６年葛巻町告示第37号 

 

（目的） 

第１条 町民の就労機会の拡大と地元への定着及び所得の向上を図るため、常用雇用労働

者を雇用した事業主に対し、予算の範囲内で、葛巻町補助金交付規則（昭和35年葛巻町

規則第５号）及びこの要綱により葛巻町雇用拡大所得向上支援事業補助金（以下「補助

金」という。）を交付する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 常用雇用労働者 町内に住所を有し、交付対象となる事業主（以下「交付対象事業

主」という。）に雇用契約の形式を問わず、期間の定めなく雇用されている労働者、有

期雇用の契約を繰り返し更新し１年以上継続して雇用されている労働者及び採用時か

ら１年以上継続して雇用されると見込まれる労働者をいう。 

 ⑵ 事業主 町内に主たる事務所、店舗又は工場を有し事業を営む者で、雇用保険法（昭

和49年法律第119号）の適用を受けている者又は農林水産業を営む者をいう。ただし、

風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和32年法律第122号）第２条に規

定する事業を営む者を除く。 

 ⑶ 賃金  毎月支払われる基本的な賃金（役職手当及び資格手当を含む。）をいう。 

（事業） 

第３条 町長は、雇用促進・所得向上を促進するため、次の各号の事業を行うものとする。 

⑴ 雇用拡大支援事業 

⑵ 雇用定着支援事業 

⑶ 所得向上支援事業 

 （補助金の対象事業主） 

第４条 補助金の交付対象事業主は、別表１に掲げる要件を満たすものとする。 

２ 前条第１号に規定する事業の場合は交付対象となる労働者（以下「交付対象労働者」

という。）の内定日、前条第２号及び第３号に規定する事業の場合は申請日から起算して

１年以内に常用雇用労働者を交付対象事業主の都合で内定取り消し若しくは解雇してい

ないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 

 ⑴ 当該雇用労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇 

 ⑵ 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 

３ 交付対象事業主が前項に該当する事業主の場合は、補助金交付を申請することができ

ない。ただし、該当した年度の末日から３年以上経過した場合はこの限りではない。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は別表２のとおりとする。 

（提出書類及び提出期日） 

第６条 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表３のとおりと

する。 

（事業に要する経費配分及び補助事業の内容の軽微な変更） 
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第７条 規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以

外の変更とする。 

⑴ 事業の中止又は廃止 

⑵ 上記に掲げる変更以外の変更で、補助金額の増減を伴う変更 

 （申請の取り下げ） 

第８条 規則第８条第１項に規定する申請の取り下げ期日は、補助金の交付決定の通知を

受領した日から起算して15日以内とする。 

（補助金の返還等） 

第９条 町長は、交付対象事業主が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 第３条に規定する各事業において、第４条に規定している要件を満さないとき。 

⑵ 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。 

⑶ 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金交付決定の全部又は一部を取り消す相当

の理由があると認めるとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、

当該交付した補助金の全額又は一部の額の返還を命ずることができる。 

 （書類の整備等） 

第10条 交付対象事業主は、事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、事業完了後５

年間保存しなければならない。 

 （その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 （葛巻町雇用促進事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 葛巻町雇用促進事業補助金交付要綱（平成27年葛巻町告示第８号。以下「旧要綱」と

いう。）は廃止する。 

 （廃止に伴う経過措置） 

３ この告示の施行の際に現に旧要綱第３条の規定に基づき交付認定を受けている交付対

象事業主に対する補助金の交付については、なお従前のとおりとする。 

 



別表１（第４条関係） 

事業名 補助対象要件 共通要件 

(1) 雇用拡大 

支援事業 
１ 交付対象労働者を新たな常用雇用労働者とし

て雇用すること。 

２ 申請日時点から過去１年間における最も多い

常用雇用労働者数と比較し人数が増加している

こと。（町内で雇用されている者に限る） 

３ 新たに雇用した常用雇用労働者を１年間以上

継続雇用する若しくは見込みであること。 

４ 交付対象労働者が、過去に本要綱による同事

業において補助金交付を受けていないこと。（申

請する事業者が異なる場合でも同様に対象外と

する。） 

１ 交付対象労働者は交付対象事

業主又は取締役若しくは監査役

の２親等以内の親族を除く。 

２ 出勤簿又はタイムカード、 

 給与台帳、労働者名簿等の書 

 類を整備していること。 

３ 交付対象事業主が補助金の交

付申請時及び補 助金請求時に

納期の到来した町税を完納して

いること。 

４ 交付対象事業主が国、県又は

町の類似する補助金等の交付を

受けていないこと。 

５ 県が定める最低賃金を下回 

 っていないこと。 

６ 個人経営の農林水産業者で、

常時使用している労働者数が５

人未満の事業主を除き、交付対

象労働者が雇用保険の被保険者

若しくは、雇用に係る労働災害

補償保険に加入していること。 

(2) 雇用定着 

支援事業 
１ 常用雇用労働者が雇用された期間が２年以上

５年未満であること。 

２ 申請日時点で対象となる常用雇用労働者の賃

金を所定内労働時間数で除した時間単価が1,250

円未満であること。 

３ 交付対象労働者が、過去に本要綱による雇用

促進定着支援事業での補助金若しくは葛巻町雇

用促進事業補助金交付要綱（平成27年葛巻町告

示第８号）において補助金交付を受けていない

常用雇用労働者であること。（申請する事業者が

異なる場合でも同様に対象外とする。） 

 

(3) 所得向上 

支援事業 
１ 交付対象労働者の賃金を申請月時点から過去

１年間における最も高い賃金の額と比較し時間

単価50円以上引上げている若しくは見込みであ

ること。 

２ 申請日時点より１年以内に交付対象労働者の

賃金を引下げていないこと。 

３ 賃金引上げ後の額を１年間以上継続する若し

くは見込みであること。 

４ 当該年度において本要綱による雇用拡大支援

事業の交付対象労働者でないこと。 

 

 

  



別表２（第５条関係） 

事業名 補助金の額 

(1) 雇用拡大支援事業 交付対象労働者１人当たり12万円を上限とし、当該年度において１交付対

象事業主につき３人を限度とする。 

(2) 雇用定着支援事業 交付対象労働者１人当たり36万円を限度とし、当該年度において１交付対

象事業主につき３人を限度とする。 

(3) 所得向上支援事業 交付対象労働者１人当たり５万円とし、当該年度において１交付対象事業

主につき10人を限度とする。 



別表３（第６条関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出部数 提出期日 

規則第４条の規

定による書類 

（交付の申請） 

１ 葛巻町雇用拡大所得向上支援事

業補助金交付申請書 

２ 雇用契約書の写し 

３ 保険等に係る添付書類 

 ⑴ 雇用保険法の適用を受けてい

る事業主 

  雇用保険被保険者資格取得等確

認通知書(事業主控)の写し 

 ⑵ 雇用保険法の適用を受けてい

ない事業主 

  労働者災害補償保険に加入して

いることが確認できる書類 

４ 上記に掲げるもののほか、町長

が必要と認める書類 

〇雇用拡大支援事業 

 ⑴ 申請日時点の従業員名簿 

 ⑵ 申請日時点から過去１年間で

最も人数多い時の従業員名簿 

  ※町内事業所に勤務している者に

限る 

〇雇用定着支援事業 

 雇用者を雇い始めた日付が確認で

きる書類 

※他の添付書類で確認できれば省

略可 

〇所得向上支援事業 

 賃金引上げ計算書 

第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号の２ 

１部 １ 雇用拡大支

援事業 

雇い入れ日か

ら起算して30日

以内 

 

２ 雇用定着支

援事業 

雇い入れ日か

ら起算して２年

以上５年未 

満 

 

３ 所得向上支

援事業 

賃金引き上げ

後の最初の賃

金支給日より

1年以内 

規則第６条第１

項第１号、第２

号及び第３号の

規定による書類 

（交付の条件） 

１ 葛巻町雇用拡大所得向上支援事

業補助金変更(中止・廃止)承認申

請書 

２ 変更内容を確認できる書類 

第２号 １部 変更(中止・廃

止 )の理由が生

じた日から15日

以内 

規則第 13条第１

項の規定による

書類 

(請求) 

１ 葛巻町雇用拡大所得向上支援事

業補助金請求書 

２ 補助金交付決定通知の写し 

〇雇用促進定着支援事業 

 申請月時点より直前１年の出勤・

賃金支払いが確認できる書類 

 

第３号 １部 交付決定日より

30日以内 



 

報告に係る書類 

（実績報告書） 

 

所得向上支援事

業の場合は提出

が必要 

 

１ 葛巻町雇用拡大所得向上支援事

業補助金実績報告書 

⑴ 実績報告書一覧表（様式第４号

の２） 

⑵ 賃金引上げ月から１年間の出勤・賃

金支払いが確認できる書類 

 

第４号 １部 以下の事象が生じ

た日のうちで早い

日を提出期日とす

る。 

⑴ 賃金引上げ月

から１年経過し

た月末日より30

日以内 

⑵ 全ての補助対

象者が補助対象

要件を満たさな

いことを確認し

た日から30日以

内 

 


